
大洗わくわく科学館

「わくわくハロウィン～トリック・オア・トリート～」

■10月28日（土）「プチロケットを作ろう！」

時間 : 13 : 30 ～ 15 : 00　※要予約（予約受付中）

対象 : 小学生～中学生（小学 3 年生以下は保護者同伴）

定員 : 先着16名　参加費 : 無料

■10月28日（土）・29日（日）「ハロウィンキーホルダーを作ろう！」

時間 : 10 : 30 ～ 11 : 30　※自由参加

対象 : 幼児～中学生

場所 : コミュニティホール　参加費 : 無料

■10月28日（土）・29日（日）「紙ひこうき～ハロウィンバージョン～」

時間 : 10 : 00 ～ 16 : 30　※自由参加

対象 : 幼児～中学生

定員 : 先着100名　参加費 : 無料

■10月29日（日）「ペーパークラフトで魔女の帽子を作ろう！」

時間 : 13 : 30 ～ 15 : 00　※要予約（予約受付中）

対象 : 小学生～中学生（小学 3 年生以下は保護者同伴）

定員 : 先着16名　参加費 : 無料

☆イベント期間中、仮装して来館された方にミニプレゼント！

問 合 せ　大洗わくわく科学館　☎ 267－8989

「第 7回ボイラー実技講習」開催のご案内

期　　日　学科 : 12月8日（金）～ 9日（土）

9 : 00 ～ 17 : 00

実技（缶前）: 12月10日（日）

9 : 00 ～ 17 : 00

会　　場　茨城県 JA会館 分館 2階

（水戸市梅香 1－5－5）

申込期間　11月6日（月）～ 11月10日（金）

9 : 30 ～ 16 : 30

受 講 料　18,360円　※テキスト代別

問 合 せ　（一社）日本ボイラ協会茨城支部　☎ 225－6185

平成29年9月・10月は

「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間
「無期転換ルール特別相談窓口」を労働局に設置しています。
有期労働契約で働く皆さまへ

　平成25年4月1日以降に開始した有期契約労働期間

が、通算 5年を超えた場合、無期転換申込権が発生しま

す。期間の定めのない労働契約に転換することは、安心

して働き続けることにつながります。自身のキャリア形

成の選択肢として検討してみましょう。

企業の皆さまへ

　有期契約労働者を雇用している場合、平成30年4月以

降に無期転換ルールへの対応が本格化します。中長期的

な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件など

を検討し、早急に社内規定を整備しましょう。

問 合 せ　茨城労働局雇用環境・均等室　☎ 277－8295

～都市計画に関するアンケート調査の協力について～
　大洗町では、町の将来都市像を定め、この将来像に基

づいた都市計画の基本的な方針となる「大洗町都市計画

マスタープラン」を策定する計画です。本プランは町全

域を対象として、概ね 20 年後の本町の将来像を検討し、

都市計画の主な分野（土地利用、道路、公園、下水道な

ど）の計画や整備に関する考え方を定めるものです。

　計画策定に向けた作業の一環として、本町のまちづく

りや都市計画の取り組みについて町民の皆様の考えをお

聞かせいただき、今後重視すべき都市計画の方向性の参

考とさせていただくために、アンケートを実施いたしま

す。

　つきましては、何かとお忙しい時期とは存じますが、

アンケート用紙がご自宅に届いた場合は、アンケート調

査へのご協力をお願い申し上げます。

実施期間　10月18日（水）

～ 10月31日（火）

対 象 者　18 歳以上の町民 2,000 人

（無作為抽出）

問 合 せ　都市建設課 計画開発係（内線 255）

県立水戸産業技術専門学院講座
■アクセス（データベース構築編）講習

講習期間　12 月 4 日（月）、5 日（火）、7 日（木）、

11 日（月）、12 日（火）、14 日（木）

18 : 00 ～ 21 : 00

内　　容　データベースを更に効率よく行うための講習

受講対象者　仕事に必要な技能や知識を習得したい方

Excelの経験がある方

※80％以上受講可能な方

受 講 料　2,980円

講習会場　茨城県立水戸産業技術専門学院・人材開発センター

申込方法　往復はがき又はインターネットにて

往復はがき… 1 人 1 枚に、講座名・住所・氏名・

年齢・職業（会社名）・電話番号を明記し、県

立水戸産業技術専門学院までご送付ください。

インターネット…水戸学院のホームぺージか

ら送信してください。

申込期間　10月19日（木）～ 11月2日（木）（必着）

申込み／問合せ

県立水戸産業技術専門学院　☎ 269－2160

（〒 311－1131　水戸市下大野町 6342）

http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin

配偶者手当の在り方について検討をお願いしています！

～配偶者の働き方に中立的な賃金制度の実現に向けて～
　配偶者手当については、配偶者の収入要件が設けられ

ている場合も多く、パートタイム労働者である配偶者が

就業調整をする一因となっています。

　配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう、各企

業に対しても配偶者手当の見直しをお願いしているとこ

ろです。

　制度や法律に関するお問合せは、茨城労働局雇用環

境・均等室（☎ 277－8295）まで、その他賃金制度設計

に関するお問合せは、茨城県最低賃金総合相談支援セン

ター（☎ 0120－900－224）までお問合せください。

夕暮れ時から夜間にかけての交通事故を防ぎましょう。外出時は明るい服装・反射材を
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